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議案第２号 指定地域密着型サービス事業所の新規指定について 

本議案の『地域密着型サービス事業所の指定』は、市町村長が行うと、介護保険法第

７８条の２第１項に規定されています。また、同条第７項に「被保険者その他の関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と規定され

ていることから、本運営協議会に、ご審議をお願いするものです。 

 

【議案の内容】 地域密着型サービス事業所の新規指定 

・申請者   ：合同会社artrings  

・事業所   ：デイサービス花くじら 

（富津市大堀１５００番地） 

・事業等の種類：地域密着型通所介護 

・指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

 

資料の３ページ及び４ページは、事業所の指定に係る審査項目を一覧にしたものです。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する回

答、判定となっています。 

「○」は指定基準に適合していることを表しています。 

（チェック項目は「富津市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例施行規則」に規定されています。） 

 

※地域密着型通所介護とは 

利用者の孤独感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的とした

サービス。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、日

常生活上の支援や、機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供を行うもの。 
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指
定

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
の

人
員

等
に

関
す

る
基

準
チ

ェ
ッ

ク
表

1
/
2

事
業

所
名

称
：

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

花
く

じ
ら

区
分

チ
ェ

ッ
ク

項
目

　
事

業
所

の
常

勤
職

員
の

勤
務

形
態

は
週

２
日

1
6
時

間
労

働
制

-

　
・

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

日
当

た
り

の
勤

務
時

間
数

は
何

時
間

か
8
時

間
-

　
・

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

数
は

何
時

間
か

1
6
時

間
-

　
事

業
所

の
事

業
単

位
は

何
単

位
か

1
単

位
-

　
事

業
所

の
利

用
定

員
は

何
人

か
5
人

-

　
事

業
所

の
営

業
日

は
火

曜
日

・
木

曜
日

-

　
事

業
所

の
サ

ー
ビ

ス
提

供
時

間
は

何
時

間
か

3
時

間
-

　
生

活
相

談
員

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
／

②
　

）
（

※
1
以

上
と

な
っ

て
い

る
か

　
）

1
.0

0

　
　

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
日

ご
と

に
、

当
該

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時

間
帯

に
生

活
相

談
員

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
　

　
　

合
計

数
・

・
・

①
3
時

間

　
　

・
当

該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時

間
帯

の
時

間
数

・
・

・
②

3
時

間

　
生

活
相

談
員

は
、

そ
の

資
格

要
件

を
満

た
す

者
で

あ
る

か
（

社
会

福
祉

法
第

1
9
条

第
1
項

各
号

（
も

し
く

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

※
）

）
　

（
厚

生
労

働
大

臣
の

指
定

す
る

養
成

機
関

又
は

講
習

会
の

課
程

を
修

了
し

た
者

、
三

科
目

主
事

、
社

会
福

祉
士

、
精

神
保

健
福

祉
士

）
　

※
千

葉
県

に
お

い
て

こ
れ

に
準

ず
る

者
と

は
、

介
護

支
援

専
門

員
、

介
護

福
祉

士
を

い
う

社
会

福
祉

法
第

1
9
条

第
1
項

各
号

に
準

ず
る

者
○

　
看

護
職

員
（

看
護

師
又

は
准

看
護

師
）

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
も

し
く

は
②

に
適

用
し

て
い

る
か

　
）

①

　
　

・
専

ら
当

該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

る
看

護
職

員
が

1
以

上
確

保
さ

れ
る

た
め

必
要

と
認

め
ら

れ
る

数
・

・
・

①
1

　
　

・
病

院
、

診
療

所
、

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

と
の

連
携

に
よ

り
、

看
護

職
員

が
指

定
第

１
号

通
所

事
業

所
の

営
業

日
ご

と
　

　
　

に
利

用
者

の
健

康
状

態
の

確
認

を
行

い
、

提
供

時
間

帯
を

通
じ

て
綿

密
か

つ
適

切
な

連
携

を
図

っ
て

い
る

。
・

・
・

②
-

介
護

職
員

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
／

②
　

）
（

※
（

1
＋

（
利

用
者

の
数

-
1
5
）

／
5
）

）
以

上
と

な
っ

て
い

る
か

）
※

定
員

が
１

０
人

以
下

の
場

合
、

看
護

職
員

及
び

介
護

職
員

の
員

数
を

、
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
に

看
護

職
員

又
は

介
護

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
合

計
数

÷
提

供
単

位
時

間
数

=
1
以

上
と

す
る

こ
と

が
で

き

定
員

1
0
人

以
下

で
あ

り
専

従
の

看
護

職
員

を
配

置

　
　

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
単

位
ご

と
に

、
当

該
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

時
間

帯
に

介
護

職
員

が
勤

務
し

て
い

る
時

間
数

の
　

　
　

合
計

数
・

・
・

①
3
時

間

　
　

・
当

該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時

間
帯

の
時

間
数

・
・

・
②

3
時

間

　
機

能
訓

練
指

導
員

を
1
以

上
確

保
し

て
い

る
1

○

　
単

位
ご

と
に

、
介

護
職

員
を

常
時

1
人

以
上

当
該

通
所

介
護

に
従

事
さ

せ
て

い
る

か
-

○

　
生

活
相

談
員

又
は

介
護

職
員

の
う

ち
1
人

以
上

は
、

常
勤

の
職

員
で

あ
る

か
常

勤
で

あ
る

○

チ
ェ

ッ
ク

欄

基
本

事
項

○ ○ ○

人
員

に
関

す
る

基
準
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指
定

通
所

型
サ

ー
ビ

ス
の

人
員

等
に

関
す

る
基

準
チ

ェ
ッ

ク
表

2
/
2

区
分

チ
ェ

ッ
ク

項
目

チ
ェ

ッ
ク

欄

　
常

勤
の

管
理

者
を

配
置

し
て

い
る

か
配

置
し

て
い

る
○

　
※

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

事
業

所
ま

た
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
等

の
職

務
を

兼
務

可
能

で
あ

る
○

　
事

業
所

は
、

食
堂

、
機

能
訓

練
室

、
静

養
室

、
相

談
室

及
び

事
務

室
を

有
し

て
い

る
か

有
し

て
い

る
○

　
消

火
設

備
そ

の
他

の
非

常
災

害
に

際
し

て
必

要
な

設
備

を
整

備
し

て
い

る
か

整
備

さ
れ

て
い

る
○

　
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

は
、

そ
れ

ぞ
れ

必
要

な
広

さ
を

有
し

て
い

る
か

有
し

て
い

る
○

　
　

・
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

の
面

積
の

合
計

は
、

3
平

方
メ

ー
ト

ル
に

利
用

定
員

を
乗

じ
て

得
た

面
積

以
上

で
あ

る
か

（
３

㎡
×

5
＝

1
5
㎡

）
2
0
.8

8
㎡

○

　
相

談
室

は
、

遮
へ

い
物

の
設

置
等

に
よ

り
相

談
の

内
容

が
漏

え
い

し
な

い
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
る

か
個

室
で

あ
る

○

　
設

備
は

、
専

ら
当

該
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

の
事

業
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
か

専
有

さ
れ

て
い

る
○

　
運

営
規

程
は

妥
当

な
も

の
か

（
運

営
規

定
に

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

定
め

ら
れ

て
い

る
か

）
定

め
ら

れ
て

い
る

○

　
緊

急
時

等
へ

の
対

応
と

し
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
は

整
え

ら
れ

て
い

る
か

整
え

ら
れ

て
い

る
○

　
非

常
災

害
に

関
す

る
具

体
的

計
画

を
立

て
、

非
常

災
害

時
の

関
係

機
関

へ
の

通
報

及
び

連
携

体
制

を
整

備
し

、
そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
　

者
へ

周
知

す
る

と
と

も
に

、
定

期
的

に
避

難
、

救
出

そ
の

他
必

要
な

訓
練

を
行

っ
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
利

用
者

か
ら

の
苦

情
を

処
理

す
る

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
整

え
ら

れ
て

い
る

○

　
利

用
者

の
使

用
す

る
施

設
、

食
器

そ
の

他
の

設
備

又
は

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
当

該
指

定
第

１
号

通
所

事
業

所
に

お
い

て
、

感
染

症
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
食

事
の

提
供

が
あ

る
場

合
、

食
費

は
妥

当
な

も
の

か
7
0
0

○

　
介

護
保

険
法

第
1
1
5
条

の
4
5
の

5
第

２
項

各
号

の
規

定
に

該
当

し
な

い
か

該
当

し
な

い
（

誓
約

書
）

○

運
営

管
理

者

施
設 ・

設
備
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議案第３号 指定介護予防支援等の業務の一部を委託する居宅介護支援事業所の

承認について 

要支援の認定を受けた方は地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成するこ

ととなっていますが、要支援者は年々増加しており、その全てを地域包括支援センターで

対応することが困難な状況となっています。このような状況の場合、介護保険法第１１５

条の２３第３項の規定により市の運営協議会の承認を受けた居宅介護支援事業所が地域包

括支援センターから委託を受けてケアプランを作成できることとなっています。この度、

大佐和地区居住者から下記事業所の介護支援専門員によるケアプラン作成等の希望があっ

たため、大佐和地区地域包括支援センターより、指定介護予防支援等の業務の一部を委託

する居宅介護支援事業所の承認についての依頼がありました。そのため、承認をいただき

たく本運営協議会にご審議をお願いするものです。 

記 

【議案の内容】 

指定介護予防支援等の業務の一部を委託する居宅介護支援事業所の承認 

 

・申請者   ：富津市大佐和地区地域包括支援センター 

・事業所名  ：ベストケア居宅介護支援事業所 

・所在地   ：袖ケ浦市神納１丁目１９番３号 グローバルビレッジ１０号 

・事業所番号 ：１２７３４０１０８１ 

・設立法人  ：合同会社ＢＭＯ 

・委託する業務：指定介護予防支援等の業務の一部 

上記事業所が運営協議会で審議となるにあたり、本市での指定がない事業所であります

が、袖ケ浦市が本市同様の審査のうえ、指定事業所としていることから、適正事業所と認

めることとしたいため、同市が発行した指定更新通知書を１０ページへ添付します。 
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指定介護予防支援の業務の一部を委託する理由書 

 

【委託先】 

事業所名：ベストケア居宅介護支援事業所 

所 在 地：千葉県袖ケ浦市神納１丁目１９番３号 グローバルビレッジ１０号 

Ｔ Ｅ Ｌ：0438-42-1194 

 

【理由】 

上記事業所については、現在大佐和地区の要介護認定者の支援にご尽力いただいて

いるところであります。この度、大佐和地区居住者が、上記事業所の介護支援専門員

に介護保険サービスの支援をしてほしいとのご希望がありました。 

 現在、上記事業所は指定介護予防支援の業務の一部を委託する承認を受けていない

ことから、今回承認いただきたく依頼するものであります。 
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合
同
会
社
Ｂ
Ｍ
Ｏ

指
定
介
護
予
防
支
援
等
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

名
称

ベ
ス
ト
ケ
ア
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

所
在

事
業
所
番
号

介
護
支
援
専
門
員
の

員
数

設
立
法
人

千
葉
県
袖
ケ
浦
市
神
納
１
丁
目
１
９
番
３
号

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
レ
ッ
ジ
１
０
号

１
２

７
３

４
０

１
０

８
１

２
名
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議案第４号 地域包括支援センターの設置について 

本議案の『地域包括支援センターの設置』は、富津市介護保険条例第２条の４に「協議

会は、地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項について審議する。」と規定され

ていることから、本運営協議会に、ご審議をお願いするものです。 

 

【議案の内容】 地域包括支援センターの設置 

・設置届出者   ：医療法人新都市医療研究会「君津」会  

・担当地区    ：大佐和地区 

・設置予定地   ：特別養護老人ホーム玄々堂亀田の郷 内 

（富津市亀田４４５番地１） 

・運営業務委託期間：令和８年４月１日～令和１１年３月３１日 

 

資料の１２ページは地域包括支援センター設置に係る審査項目を一覧にしたものです。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する判定

（「〇」は基準に適合していることを表しています。）、備考となっています。 

（チェック項目は「富津市地域包括支援センター運営業務受託法人公募要項」に基づい

ております。） 

 

 ※地域包括支援センターとは 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、

地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括

的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置され

るもの。 
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地域包括支援センター設置に関する基準チェック表

区分 チェック項目 備考

保健師その他これに準ずる者（常勤専従１名　常勤換算可）が配置されているか。 〇
常勤専従１名
を配置

社会福祉士（常勤専従１名　常勤換算可）が配置されているか。 〇
常勤専従１名
を配置

主任介護支援専門員（常勤専従１名　常勤換算可）が配置されているか。 〇
常勤専従１名
を配置

事務員（常勤専従１名）が配置されているか。 〇
常勤専従１名
を配置

指定介護予防支援事業に従事する職員が１名以上配置されているか。 〇
配置されてい
る

基本３職種（常勤専従者）の中からセンター長が選任されているか。 〇
主任介護支援専
門員が選任され
ている

担当圏域内の地域住民の利便性に配慮した、分かりやすい場所にセンターが設置さ
れているか。

〇
佐貫駅から徒
歩３分

市民から見て分かりやすい場所に、センターの名称を表示した看板が設置されてい
るか。

△
３月下旬設置
予定

専用の電話及びＦＡＸを設置し、並びに専用メールアドレスを取得しているか。 △
３月上旬取得
予定

建物及び設備は、消防法（昭和23年法律第186号）及び建築基準法（昭和25年法
律第201号）に適合し、高齢者に十分配慮したものであるか。

〇

両法ともに適合
し、高齢者に十
分配慮されてい
る

センターを２階以上の階に設置する場合は、エレベーターを有する建物に設置して
いるか。

- １階に設置

相談業務を実施するため、相談者のプライバシーに配慮した相談室を設けている
か。ただし、相談室を設置することが困難な場合は、簡易に移動できるパーテー
ションによる設置も可能とするが、その際は、相談者のプライバシーに配慮した形
態となっているか。

〇

プライバシーに
配慮したパー
テーションの設
置

事務室は、センター内に設置することとし、原則として、職員数に応じた事務机、
ケースファイル、書籍等の書類保管庫を配置できるスペース（職員１人当たり概ね
４㎡以上）が確保されているか。なお、併設のサービス提供事業部門がある場合
は、センターの事務スペースとは分離し、書類保管庫も分離することとするが、や
むを得ず他のサービス提供事業部門とセンターの事務室が同一となる場合は、遮へ
い物（高さは概ね150cm）により事務室を隔てているか。

〇

センター内に事務室
あり。事務机の数及
び書類保管庫配置の
ためのスペースは適
切。併設のサービス
提供事業部門とセン
ターの事務室が同一
であるため、遮蔽物
を設置。書類保管庫
は分離されている。

事務室には、受付及び簡易な相談に対応できるよう、受付カウンターを設置してい
るか。

〇 設置している

利用者専用の駐車スペースを敷地内又は隣接地に確保しているか。 〇 敷地内にあり

機械警備の設置、施錠できる保管庫の所有等、個人情報の適正な管理のために必要
な措置を講じているか。

〇
施錠できる保
管庫あり

センター名称：大佐和地区地域包括支援センター

人員配置

設置場所
設備等

- 12 -



- 13 -



第
1
0
期

富
津
市
介

護
保
険

事
業
計

画
・
富
津

市
高

齢
者
福

祉
計
画

策
定
に
向
け
た
ア
ン
ケ
ー
ト

ア
ン
ケ

ー
ト

の
回
収
実

績
に

関
す

る
報
告

（
令
和

８
年

１
月

3
0
日
現
在

）
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「
居

宅
サ

ー
ビ

ス
利

用
者

」
、

「
サ
ー
ビ
ス
未
利
用
者

」
は

５
割
未
満

※
肯
定
意
見
…

「
そ
う
思

う
」
と

「
ど
ち
ら

か
と
い
え

ば
そ
う

思
う

」
と

回
答

し
た

人
の
割

合
の

合
計

「
サ
ー
ビ
ス
未
利
用
」

は
８
割
未
満

「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
」
は

６
割
未
満

「
サ
ー
ビ
ス
未
利
用
」

は
５
割
未
満

「
第
２
号
」
は
4
割
未
満
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報告第２号 地域密着型サービス事業者の公募結果について 

１．公募の経緯 

（１）第９期介護保険事業計画の施設整備方針 

   日常生活圏域：富津地区又は天羽地区 

   介護サービス：小規模多機能型居宅介護（地域密着型サービス） 

   ※第８期事業計画の期間中に公募を行い、応募者がいなかったため、 

引き続き第９期事業計画に引き継ぐことになった。 

（２）運営協議会の承認 

   令和７年１１月１０日（月） 

   第３回富津市介護保険運営協議会（書面開催） 

（３）事業者の公募  

令和７年１２月２日（火） 

   公募説明会（参加応募なし） 

２．今後の方針 

現在、集計・分析中の市民及び事業者向けアンケート調査の結果や介護サ

ービス受給者の状況等を踏まえ、次期計画（第１０期富津市介護保険事業計

画・富津市高齢者福祉計画）の施設整備方針を検討する。 
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報告第３号 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の新規指定について 

本報告事項は、「合同会社 artrings」から、令和８年１月１３日付けにて指定の届

出があり、内容を審査したところ、適正と認められたことから、指定を行った旨を報

告するものです。 

 

【報告の内容】 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定 

・申請者   ：合同会社 artrings 

・事業所   ：デイサービス花くじら 

（富津市大堀１５００番地） 

・事業等の種類：通所型サービス 

・指定有効期間：令和８年４月１日～令和１４年３月３１日 

 

資料の２６ページ及び２７ページは、事業所の指定に係る審査項目を一覧にしたも

のです。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する

回答、判定となっております。 

「○」は指定基準に適合していることを表しています。 

（チェック項目は「富津市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める要綱」に規定されています。） 

 

・富津市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則 

（指定の申請等） 

第１０条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合

事業指定事業者指定（更新）申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて市長

に提出しなければならない 

※通所型サービスとは 

利用者が居宅で、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上

の支援及び機能訓練を行うことで、利用者の心身機能の維持回復や、利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すもの。 
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/
2

事
業

所
名
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：

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

花
く

じ
ら

区
分

チ
ェ

ッ
ク

項
目

　
事

業
所

の
常

勤
職

員
の

勤
務

形
態

は
週

２
日

1
6
時

間
労

働
制

-

　
・

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１
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当

た
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の
勤

務
時

間
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何
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8
時
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た
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か

1
6
時
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の
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は

何
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か

1
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-

　
事

業
所

の
利

用
定
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何
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5
人

-

　
事

業
所

の
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業
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は
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曜
日
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木

曜
日
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事

業
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の
サ

ー
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時

間
は

何
時

間
か

3
時

間
-

　
生

活
相

談
員

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
／

②
　

）
（

※
1
以

上
と
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っ

て
い

る
か

　
）

1
.0

0

　
　

・
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
日

ご
と

に
、

当
該

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時

間
帯

に
生

活
相

談
員

が
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務
し

て
い

る
時

間
数

の
　

　
　

合
計

数
・

・
・

①
3
時

間

　
　

・
当

該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
時

間
帯

の
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数

・
・

・
②

3
時

間

　
生

活
相

談
員

は
、

そ
の

資
格

要
件

を
満

た
す
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で

あ
る

か
（

社
会

福
祉

法
第

1
9
条

第
1
項

各
号

（
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し
く

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

※
）
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生
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す
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又
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福
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介
護

支
援

専
門

員
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介
護
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士
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1
9
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1
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各
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に
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ず
る
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看

護
職

員
（

看
護

師
又

は
准

看
護

師
）

が
必

要
数

確
保

さ
れ

て
い

る
か

（
　

①
も

し
く

は
②

に
適

用
し

て
い

る
か

　
）

①

　
　

・
専

ら
当

該
通

所
型

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

当
た

る
看

護
職

員
が

1
以

上
確

保
さ

れ
る

た
め

必
要

と
認

め
ら

れ
る

数
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・
・

①
1

　
　

・
病

院
、

診
療

所
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訪
問
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護

ス
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ー
シ
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①
／

②
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（

※
（

1
＋

（
利

用
者
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）

／
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）
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い

る
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※
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０
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介
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÷
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員

を
配

置

　
　

・
通

所
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サ
ー
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ス
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単
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ビ
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間
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に

介
護

職
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①
3
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勤
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理
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配
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※
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○

　
事

業
所

は
、

食
堂

、
機

能
訓

練
室

、
静

養
室

、
相

談
室

及
び

事
務

室
を

有
し

て
い

る
か

有
し

て
い

る
○

　
消

火
設

備
そ

の
他

の
非

常
災

害
に

際
し

て
必

要
な

設
備

を
整

備
し

て
い

る
か

整
備

さ
れ

て
い

る
○

　
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

は
、

そ
れ

ぞ
れ

必
要

な
広

さ
を

有
し

て
い

る
か

有
し

て
い

る
○

　
　

・
食

堂
及

び
機

能
訓

練
室

の
面

積
の

合
計

は
、

3
平

方
メ

ー
ト

ル
に

利
用

定
員

を
乗

じ
て

得
た

面
積

以
上

で
あ

る
か

（
３

㎡
×

5
＝

1
5
㎡

）
2
0
.8

8
㎡

○

　
相

談
室

は
、

遮
へ

い
物

の
設

置
等

に
よ

り
相

談
の

内
容

が
漏

え
い

し
な

い
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
る

か
個

室
で

あ
る

○

　
設

備
は

、
専

ら
当

該
指

定
地

域
密

着
型

通
所

介
護

の
事

業
の

用
に

供
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
か

専
有

さ
れ

て
い

る
○

　
運

営
規

程
は

妥
当

な
も

の
か

（
運

営
規

定
に

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

定
め

ら
れ

て
い

る
か

）
定

め
ら

れ
て

い
る

○

　
緊

急
時

等
へ

の
対

応
と

し
て

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
は

整
え

ら
れ

て
い

る
か

整
え

ら
れ

て
い

る
○

　
非

常
災

害
に

関
す

る
具

体
的

計
画

を
立

て
、

非
常

災
害

時
の

関
係

機
関

へ
の

通
報

及
び

連
携

体
制

を
整

備
し

、
そ

れ
ら

を
定

期
的

に
従

業
　

者
へ

周
知

す
る

と
と

も
に

、
定

期
的

に
避

難
、

救
出

そ
の

他
必

要
な

訓
練

を
行

っ
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
利

用
者

か
ら

の
苦

情
を

処
理

す
る

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
整

え
ら

れ
て

い
る

○

　
利

用
者

の
使

用
す

る
施

設
、

食
器

そ
の

他
の

設
備

又
は

飲
用

に
供

す
る

水
に

つ
い

て
、

衛
生

的
な

管
理

に
努

め
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
当

該
指

定
第

１
号

通
所

事
業

所
に

お
い

て
、

感
染

症
が

発
生

し
、

又
は

ま
ん

延
し

な
い

よ
う

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
て

い
る

か
適

当
と

認
め

ら
れ

る
○

　
食

事
の

提
供

が
あ

る
場

合
、

食
費

は
妥

当
な

も
の

か
7
0
0

○

　
介

護
保

険
法

第
1
1
5
条

の
4
5
の

5
第

２
項

各
号

の
規

定
に

該
当

し
な

い
か

該
当

し
な

い
（

誓
約

書
）

○

運
営

管
理

者

施
設 ・

設
備
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報告第４号 指定居宅介護支援事業者の指定更新について 

本報告事項は、「株式会社フレンドリー」が運営する「居宅介護支援フレンドリー」の

指定有効期間の満了に伴い、指定更新の届出があり、内容を審査したところ、適正と認

められたことから、更新を行った旨を報告するものです。 

 

【報告の内容】 居宅介護支援事業者の指定更新 

・申請者       ：株式会社フレンドリー 

・事業所       ：居宅介護支援フレンドリー 

（富津市亀沢８９８番地５） 

・事業等の種類    ：居宅介護支援 

・指定有効期間満了日 ：令和７年１２月３１日 

・更新後の指定有効期間：令和８年１月１日～令和１３年１２月３１日 

 

資料の３１ページは、事業所の指定に係る審査項目を一覧にしたものです。 

表の作りですが、左から順に種別区分、チェック項目、そのチェック項目に対する回

答、判定となっております。 

「○」は指定基準に適合していることを表しています。 

（チェック項目は「富津市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める要綱」に規定されています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・富津市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則 

（指定の申請等） 

第１０条 指定事業者の指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事

業指定事業者指定（更新）申請書（別記第１号様式）に必要な書類を添えて市長に提

出しなければならない 

※居宅介護支援とは 

居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、要介護者の希望等を考

慮し、サービスの計画、紹介、サービス提供者との連絡調整を行うもの。 
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指
定

居
宅

介
護

支
援

事
業

の
人

員
等

に
関

す
る

基
準

チ
ェ

ッ
ク

表
1
/
1

事
業

所
名

称
：

居
宅

介
護

支
援

フ
レ

ン
ド

リ
ー

基
本

情
報

６
．

事
業

所
の

営
業

日
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
：

月
～

金
　

（
8
月

1
2
日

か
ら

1
6
日

ま
で

、
1
2
月

2
9
日

か
ら

１
月

３
日

ま
で

を
除

く
）

　
常

勤
の

介
護

支
援

専
門

員
　

１
以

上
配

置
し

て
い

る
○

　
介

護
支

援
専

門
員

が
必

要
数

配
置

し
て

い
る

。
（

　
②

／
（

①
／

4
4
）

＝
１

以
上

　
）

配
置

し
て

い
る

　
　

・
利

用
者

の
数

・
・

・
①

6
5
人

　
　

・
配

置
さ

れ
て

い
る

介
護

支
援

専
門

員
の

数
（

非
常

勤
を

含
む

）
・

・
・

②
2
人

　
常

勤
の

管
理

者
を

配
置

し
て

い
る

か
配

置
し

て
い

る
○

　
※

管
理

上
支

障
が

な
い

場
合

は
、

事
業

所
ま

た
は

同
一

敷
地

内
の

他
の

事
業

所
等

の
職

務
を

兼
務

可
能

で
あ

る
　

　
（

介
護

保
険

施
設

の
常

勤
専

従
の

介
護

支
援

専
門

員
と

の
兼

務
は

で
き

な
い

。
）

同
一

事
業

所
の

介
護

支
援

専
門

員
と

兼
務

○

　
主

任
介

護
支

援
専

門
員

の
資

格
が

あ
る

か
　

（
令

和
９

年
３

月
3
1
日

ま
で

は
経

過
措

置
に

よ
り

介
護

支
援

専
門

員
の

資
格

が
あ

れ
ば

可
）

取
得

済
み

○

　
事

業
を

行
う

た
め

に
必

要
な

広
さ

の
区

画
を

有
す

る
と

と
も

に
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
必

要
な

設
備

・
備

品
等

が
備

え
ら

れ
て

い
る

備
え

ら
れ

て
い

る

　
・

専
用

の
事

務
室

を
設

け
る

こ
と

が
望

ま
し

い
が

、
明

確
に

区
分

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
他

の
事

業
と

同
一

の
事

務
室

で
も

差
し

支
え

な
い

。
明

確
に

区
分

さ
れ

て
い

る

　
・

他
の

事
業

所
及

び
施

設
等

と
同

一
敷

地
内

の
場

合
で

、
支

障
が

な
い

場
合

、
他

の
事

業
所

及
び

施
設

に
備

え
付

け
ら

れ
た

設
備

及
び

備
品

等
を

使
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
支

障
の

な
い

範
囲

で
使

用
さ

れ
て

い
る

　
運

営
規

程
は

妥
当

な
も

の
か

（
運

営
規

定
に

定
め

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
事

項
は

定
め

ら
れ

て
い

る
か

）
定

め
ら

れ
て

い
る

○

　
利

用
者

か
ら

の
苦

情
を

処
理

す
る

体
制

は
整

え
ら

れ
て

い
る

か
整

え
ら

れ
て

い
る

○

　
介

護
保

険
法

第
7
9
条

第
2
項

各
号

の
規

定
に

該
当

し
な

い
か

該
当

し
な

い
（

誓
約

書
）

○○ ○
設

備 ・
備

品

７
．

営
業

時
間

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
：

午
前

８
時

3
0
分

か
ら

午
後

５
時

3
0
分

ま
で

運
営

管
理

者

人
員

に
関

す
る

基
準

１
．

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
勤

務
形

態
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
：

週
4
0
時

間
労

働
制

２
．

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

日
当

た
り

の
勤

務
時

間
数

　
　

　
：

８
時

間

３
．

事
業

所
の

常
勤

職
員

の
１

週
間

当
た

り
の

勤
務

時
間

数
　

　
：

4
0
時

間

４
．

事
業

所
の

事
業

単
位

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
：

１
単

位

５
．

事
業

所
の

利
用

人
数

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
：

6
5
人
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